
広
島
県
告
示
第
三
百
六
十
一
号 

 
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
九
十
一
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
と
お
り
指
定
介

護
老
人
福
祉
施
設
の
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
四
月
十
八
日 

広
島
県
知
事  

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

名

称 

所

在

地 

辞

退

年

月

日 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
高
美

園 

安
芸
高
田
市
高
宮
町
原
田
三
八
〇
番
地
一 

平
成
二
五
年
三
月
三
一
日 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
か
が

や
き 

安
芸
高
田
市
向
原
町
坂
二
八
七
番
地
一 

平
成
二
五
年
三
月
三
一
日 

 


